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私たちのふるさと十島村（としまむら）は、屋久島と奄美大島の間に点在し、トカラ列島と呼ば

れており、有人島 7 つ、無人島 5 つの 12 の個性ある島々で構成されています。北から南の島まで

南北約 160 ㎞にも及ぶ「日本一長い村」です。島々は広大な海によって隔絶されていますが、悪石

島の「仮面神ボゼ」な中之島のトカラウマ、口之島の野生牛、タモトユリに代表されるような貴重

な民族文化や動植物が存在します。 

 「人と自然が創る ぬくもりの島々」を目標にして、健康的で明るく潤いに満ちた、元気で住み

よい村づくりを目指して頑張っています。 
 

十島村を知らない方は十島村を知ってください！ 

十島村を知っている方はさらに交流を深めましょう！ 
                                                                         

「十島村友好島民の会」会員募集要項「十島村友好島民の会」会員募集要項「十島村友好島民の会」会員募集要項「十島村友好島民の会」会員募集要項    

    

会の設立目的会の設立目的会の設立目的会の設立目的                                                                        

十島村村外の方と交流を深めることにより、島々

の活力につなげることを目的としています。 

 

会員になる為の資格会員になる為の資格会員になる為の資格会員になる為の資格                                                    

十島村に住んでいない方で、会の目的を理解する

人であれば誰でも加入できます。 

 

会員である期間会員である期間会員である期間会員である期間                                                                    

会費を納入した月の翌月から一年間となります。 

例）平成２７年３月１０日に会費を振り込んだ場合

は、平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日ま

でが会員期間となります。 

 

会員種類と会員費会員種類と会員費会員種類と会員費会員種類と会員費                                                            

１． ななしま会員  3,000 円 

２． トカラ会員  10,000 円 

  

会員に会員に会員に会員になる方法なる方法なる方法なる方法                                                                            

専用の郵便振替払込書が申請書となっておりますの

で、必要事項をご記入の上、希望される会員種別の

会費を納入して下さい。 

 

＜個人情報の取扱い＞ 

会の運営にあたっては、個人情報保護法に基づき慎

重に取り扱うものとし、会の運営以外の目的で使用

することはありません。 

 

 

 

    

会員の特典会員の特典会員の特典会員の特典                                                                                

ななしま会員、トカラ会員共通 

1. 会員専用の会員証、会員手帳を送付 

2. 十島村のイベントなどの優先案内や参加費を割

引 

3. 十島村の広報誌等を送付[年 6 回程度] 

4. 十島村のカレンダーを送付 

5. 宿泊施設(民宿)の宿泊料金を割引 

6. 十島村の特産品を会員価格で購入可能 

7. ポイントが貯まると「フェリーとしま」無料乗

船引換券を進呈 

8. 十島村の各種施策について提言できる 

 

トカラ会員のみ 

 トカラ特産品を年に 2 回送付する 

 

注1  カレンダー送付については、原則として 12 月まで

に会員になった方に翌年版のカレンダーが対象になり、

1 月以降に入会した方には翌々年版のカレンダーが対

象になります。 

注2  宿泊施設（民宿）については全ての施設が対象とな

るわけではありませんので、ご注意くださいませ。 

注3  特産品の割引については、十島村の特産品販売所（ト

カラ結プラザ）で販売している商品が対象になります。 

  詳しい特典の詳細は裏面にあります。        

「十島村友好島民の会」に関するお問い合わせ先「十島村友好島民の会」に関するお問い合わせ先「十島村友好島民の会」に関するお問い合わせ先「十島村友好島民の会」に関するお問い合わせ先    

〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町 14 番 15 号 

十島村役場地域振興課内 十島村友好島民の会 事務局 

TEL 099-222-2101 FAX 099-223-6720 

E-mail toshima-ykt＠tokara.jp

                                                         


